
令和５年１１月２日

福島市都市政策部都市計画課

第１２５回福島市都市計画審議会



議案第２７４号 県北都市計画用途地域の変更（案）について
（笹谷地区）

議案第２７５号 県北都市計画地区計画の変更（案）について
【福島北地区計画】（笹谷地区）

事前説明案件１ 県北都市計画用途地域の変更（案）について
（南矢野目地区）

事前説明案件２ 県北都市計画地区計画の変更（案）について
【福島北地区計画】（南矢野目地区）

第１２５回福島市都市計画審議会
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議案第２７４号

県北都市計画用途地域の変更（案）について

（笹谷地区）
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県北都市計画（福島）総括図

凡 例

変更箇所
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JR福島駅

至 相馬

飯坂温泉至 米沢

大笹生IC
飯坂IC

福島JCT

高湯街道

信夫山

十六沼公園

福島北土地区画整理事業
面積A＝１２０．６ha

イオン

笹谷地区
面積A＝２．６ha



第一種低層 住居 専用 地域

第二種低層 住居 専用 地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

変 更 箇 所

凡 例

位置図
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凡 例

変更箇所

イオン
福島店

笹谷地区 （笹谷字片目清水の一部の区域）
面積A＝２．６ha



本地区は福島北土地区画整理事業（事業期間：Ｈ３～

Ｈ１９）により住宅市街地が形成された地区である。

当該地は学校用地として確保したが、少子高齢化によ

り新規の学校建設は困難な状況となった。

今後の土地利用としてどのような施設が望ましいか

地元代表者等で構成する検討委員会を立ち上げ議論を

重ねた結果、笹谷地区は医療系施設の立地が望ましい

との結論に至り、現在の第二種低層住居専用地域から

第二種中高層住居専用地域へ変更し、適正な土地利用

を誘導するため用途地域を変更するものである。

用途地域の変更理由
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経過
昭和６１年 市と教育委員会との協議により区画整理予定地

内の笹谷寄りに小学校用地、南矢野目寄りに
中学校用地を確保することを決定

平成３年 福島北土地区画整理事業着手

平成１９年 区画整理事業の事業完了

平成２３年 震災に伴う仮設住宅用地として笹谷地区は令和
２年３月まで、南矢野目地区は平成３１年２月ま
で活用

令和３年 土地利用に関する説明会

令和４年 地区住民を中心とする検討委員会を立ち上げ
土地の利活用について議論
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福島北土地区画整理事業内容

都市計画決定 昭和６２年４月２１日

事業計画認可 平成３年８月２８日

換地処分公告 平成１９年６月２９日

減歩率 ２８．４７％

施行面積 １２０．６ｈa

公共施設 道路、河川、公園、公共上下水道、

学校用地等

総事業費 約２００億



用途地域について

商
業
系

① 第一種低層住居専用地域
（低層住宅の良好な環境保護のための地域）

② 第二種低層住居専用地域
（小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域）

③ 第一種中高層住居専用地域
（中高層住宅の良好な環境保護のための地域）

④ 第二種中高層住居専用地域
（一定の利便施設の立地は認められるが、中高層住宅の良好な環境保護のための地域）

⑤ 第一種住居地域
（大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域）

⑥ 第二種住居地域
（大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域）

⑦ 準住居地域
（道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域）

⑧ 近隣商業地域
（近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域）

⑨ 商業地域
（店舗、事務所等の利便の増進を図る地域）

⑩ 準工業地域
（環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域）

⑪ 工業地域
（工業の利便を図る地域）

⑫ 工業専用地域
（専ら工業の利便の増進を図るための地域）

用 途 地 域 及 び 趣 旨

住

居

系

工
業
系

【主に建築可能なもの】住居、店舗等（一部）、公共施設等（一部）、工場等
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変更後

変更前



変更後の用途地域

【変更後】
第二種中高層住居専用地域

9

凡 例

変更箇所

【変更前】
第二種低層住居専用地域

200
60

📸

150
50



９月 １日 都市計画公聴会の開催（公述人なし）

９月２８日 都市計画案の公告・縦覧開始

10月１２日 縦覧終了（意見書無し）

１１月 ２日 福島市都市計画審議会の開催

１１月初旬 審議会より市長へ答申

１１月中旬 福島県（都市計画課）と最終協議

１１月下旬 都市計画決定の告示縦覧

変更手続きの経過及び今後の予定（笹谷地区）
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令和５年



議案第２７５号

県北都市計画地区計画の変更（案）について

【福島北地区計画】（笹谷地区）
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県北都市計画（福島）総括図

凡 例

変更箇所
12

JR福島駅

至 相馬

飯坂温泉至 米沢

大笹生IC
飯坂IC

福島JCT

高湯街道

信夫山

十六沼公園

福島北地区計画
面積= 120.6ha

イオン



地区計画の主な変更理由及び変更点

変更理由

用途地域の変更に合わせ、地区計画で定めている街区
を適正な街区用途へ変更を行う

変更点

【笹谷地区】

住居街区から沿道業務街区に変更
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変更後の地区計画で定める街区図

商 業 街 区

流 通 業 務 街 区

沿 道 業 務 街 区 Ⅰ

沿 道 業 務 街 区 Ⅱ

沿 道 業 務 街 区 Ⅲ

住 居 街 区 Ⅰ

住 居 街 区 Ⅱ

変 更 箇 所

地 区 計 画 区 域

地 区 整 備 計 画 区 域

壁 面 の 位 置 の 制 限

道 路 （ 地 区 施 設 ）

凡 例
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【変更後】 沿道業務街区Ⅱ

商業街区を除いた図面に差し替え＿済

【変更前】 住居街区Ⅱ



地区計画新旧対照表
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上段：変更前
下段：変更後



笹谷地区における主な変更点
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変更前 変更後 変更前 変更後

第2種低層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 住居街区Ⅱ 沿道業務街区Ⅱ

・店舗等の床面積が150㎡を超
　えるもの。
・事務所等全般

・ホテル・旅館
・遊戯施設であるパチンコ屋、映
　画館、ボーリング場、カラオケ
　ボックス等
・キャバレー、ダンスホール、個室
　付浴場等
・大学や専門学校等
・病院や自動車教習所

・工場・倉庫等全般

・店舗等の床面積が1500㎡を超
　えるもの。
・事務所等の床面積が1500㎡を
　超えるもの。
・ホテル・旅館
・遊戯施設であるパチンコ屋、映画
　館、ボーリング場、カラオケボッ
　クス等
・キャバレー、ダンスホール、個室
　付浴場等
・大学や専門学校等の制限なし。
・病院の制限なし。
・自動車教習所
・工場・倉庫等全般

＜建築物の高さの制限＞
・都市計画法上における第二種
　低層住居専用地域の建築物高
　さ制限に準じ、12ｍとする。
＜壁面の位置の制限＞
・建築物の外壁は敷地境界線ま
　での距離は1.0ｍ以上とする。

＜建築物の高さの制限＞
・建築物の高さの最高限度は20ｍ
　とする。

＜壁面の位置の制限＞
・建築物の外壁は敷地境界線まで
　の距離は2.0ｍ以上とする。
・住宅については、外壁は敷地境
　界線までの距離は1.0ｍ以上とす
　る。
※車庫、物置等の軒の高さが2.3ｍ
　以下かつ建築面積が5㎡以下であ
　るものは、この限りでない。

用途地域 地区計画

制
限
し
て
い
る
内
容

※審議会終了後に内容の修正がありました。

（修正前）・建築物の外壁は敷地境界線まで

の距離は2.0m以上とする。

（修正後）・建築物の外壁は敷地境界線まで

の距離は計画図のとおりとする。



用途地域の変更手続きと同様

変更手続きの経過及び今後の予定（笹谷地区）
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事前説明案件１

県北都市計画用途地域の変更（案）について

（南矢野目地区）
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南矢野目地区は笹谷地区と同様の都市計画変更となり、用途地
域を近隣商業地域へ変更し、それに伴い地区計画も変更となりま
す。

笹谷地区の変更とは異なり、大規模集客施設の立地が可能にな
るため広域的な見地から県が調整を行う必要があり、現在協議を
行っております。

南矢野目地区については県との協議が終わり次第、用途地域

及び地区計画の変更を諮る都市計画審議会は書面で行いたいと
考えております。



県北都市計画（福島）総括図

凡 例

変更箇所
19

JR福島駅

至 相馬

飯坂温泉至 米沢

大笹生IC
飯坂IC

福島JCT

高湯街道

信夫山

十六沼公園

南矢野目地区
面積A＝２．９ha

イオン

福島北土地区画整理事業
面積A＝１２０．６ha



第一種低層 住居 専用 地域

第二種低層 住居 専用 地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

変 更 箇 所

凡 例

位置図
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凡 例

変更箇所

イオン
福島店

南矢野目地区 （南矢野目字中谷地の一部の区域）
面積A＝２．９ha



笹谷地区と同様に、今後の土地利用としてどのような施

設が望ましいか地元代表者等で構成する検討委員会を

立ち上げ議論を重ねた結果、南矢野目地区は

商業系施設の立地が望ましいとの結論に至り、第二種低

層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域から

近隣商業地域へ変更し、土地利用を誘導するため用途

地域を変更するものである。

変更の理由
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用途地域について

商
業
系

① 第一種低層住居専用地域
（低層住宅の良好な環境保護のための地域）

② 第二種低層住居専用地域
（小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域）

③ 第一種中高層住居専用地域
（中高層住宅の良好な環境保護のための地域）

④ 第二種中高層住居専用地域
（一定の利便施設の立地は認められるが、中高層住宅の良好な環境保護のための地域）

⑤ 第一種住居地域
（大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域）

⑥ 第二種住居地域
（大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域）

⑦ 準住居地域
（道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域）

⑧ 近隣商業地域
（近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域）

⑨ 商業地域
（店舗、事務所等の利便の増進を図る地域）

⑩ 準工業地域
（環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域）

⑪ 工業地域
（工業の利便を図る地域）

⑫ 工業専用地域
（専ら工業の利便の増進を図るための地域）

用 途 地 域 及 び 趣 旨

住

居

系

工
業
系

【主に建築可能なもの】住居、店舗等（一部）、公共施設等（一部）、工場等
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変更前

変更前



変更後の用途地域

200
80

23

仮設住宅の絵柄消去する＿済

凡 例

変更箇所

【変更後】
近隣商業地域

【変更前】
第二種中高層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

📸

200
60

150
50



９月 １日 都市計画公聴会開催（公述人無し）

９月２１日 県内市町村へ広域調整通知

１０月２０日 県内市町村から広域調整による意見

締切り

１１月中旬 福島県から事前協議回答

１１月下旬 都市計画案の公告・縦覧開始

１２月中旬 縦覧終了

１２月中旬 福島市都市計画審議会の書面開催

１２月中旬 審議会より市長へ答申

１２月下旬 福島県（都市計画課）と最終協議

１月中旬 都市計画決定の告示・縦覧
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変更手続きの経過及び今後の予定 （南矢野目地区）

令和５年

令和６年



事前説明案件2

県北都市計画地区計画の変更（案）について

【福島北地区計画】（南矢野目地区）
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県北都市計画（福島）総括図

凡 例

変更箇所
26

JR福島駅

至 相馬

飯坂温泉至 米沢

大笹生IC
飯坂IC

福島JCT

高湯街道

信夫山

十六沼公園

福島北地区計画
面積= 120.6ha

イオン



地区計画の主な変更理由及び変更点

変更理由

用途地域の変更に合わせ、地区計画で定めている街区
を適正な街区用途へ変更を行う

変更点

【南矢野目地区】

沿道業務街区 及び 住居街区から商業街区に変更
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変更後の地区計画で定める街区図

商 業 街 区

流 通 業 務 街 区

沿 道 業 務 街 区 Ⅰ

沿 道 業 務 街 区 Ⅱ

沿 道 業 務 街 区 Ⅲ

住 居 街 区 Ⅰ

住 居 街 区 Ⅱ

変 更 箇 所

地 区 計 画 区 域

地 区 整 備 計 画 区 域

壁 面 の 位 置 の 制 限

道 路 （ 地 区 施 設 ）

凡 例
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【変更後】 商業街区【変更前】 住居街区Ⅱ 及び 沿道業務街区Ⅱ



地区計画新旧対照表
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上段：変更前
下段：変更後



南矢野目地区における主な変更点
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変更後 変更後

第2種低層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 近隣商業地域 住居街区Ⅱ 沿道業務街区Ⅱ 商業街区

・店舗等の床面積が150
　㎡を超えるもの。
・事務所等全般

・ホテル・旅館

・遊戯施設であるパチン
　コ屋、映画館、ボーリン
　グ場、カラオケボック
　ス等
・キャバレー、ダンスホー
　ル、個室付浴場等
・大学や専門学校等

・病院や自動車教習所

・工場・倉庫等全般

・店舗等の床面積が1500
　㎡を超えるもの。
・事務所等の床面積1500
　㎡を超えるもの。
・ホテル・旅館

・遊戯施設であるパチン
　コ屋、映画館、ボーリン
　グ場、カラオケボック
　ス等
・キャバレー、ダンスホー
ル、個室付浴場等

・自動車教習所

・工場・倉庫等全般

・店舗等の床面積制限な
　し。
・事務所等の床面積制限
　なし。
・ホテル・旅館の制限な
　し。
・遊戯施設であるパチン
　コ屋、映画館、ボーリン
　グ場、カラオケボック
　ス等の制限なし。
・キャバレー、ダンスホー
　ル、個室付浴場等
・大学や専門学校等の制
　限なし。
・病院や自動車教習所の
　制限なし。
・危険性や環境を悪化さ
　せるおそれのある工場
・火薬、石油類、ガスな
　どの危険物の貯蔵・処
　理の多い施設

＜建築物の用途の制限＞
・都市計画法上における第
　二種低層住居専用地域
　の制限に準ずる。

＜建築物の敷地面積の最
低制限＞
・200㎡
＜建築物の高さの制限＞
・都市計画法上における第
　二種低層住居専用地域
　の建築物高さ制限じ、12
　ｍとする。
＜壁面の位置の制限＞
・建築物の外壁は敷地境界
　線までの距離は1.0ｍ以
　上とする。

＜建築物の用途の制限＞
・都市計画法上における第
二種中高層住居専用地域
の制限に準ずる。

＜建築物の敷地面積の最
低制限＞
・200㎡
＜建築物の高さの制限＞
・建築物の高さの最高限度
　は20ｍとする。

＜壁面の位置の制限＞
・建築物の外壁は敷地境界
　線までの距離は2.0ｍ以
　上とする。
・住宅については、外壁は
　敷地境界線までの距離は
　1.0ｍ以上とする。
※車庫、物置等の軒の高さ
　が2.3ｍ以下かつ建築面
　積が5㎡以下であるもの
　は、この限りでない。

＜建築物の用途の制限＞
・住宅や共同住宅
・ホテル、旅館
・パチンコ店、マージャン屋
等
・倉庫業を営む倉庫
・工場（一部除く）
など。
＜建築物の敷地面積の最
低制限＞
・5,000㎡
＜建築物の高さ制限＞
・建築物の高さの最高限度
　は40ｍとする。

＜壁面の位置の制限＞
・建築物の外壁は敷地境界
　線までの距離は3.0ｍ以
　上とする。

変更前

用途地域

変更前

地区計画

制
限
し
て
い
る
内
容

※審議会終了後に内容の修正がありました。

（修正前）・建築物の外壁は敷地境界線まで

の距離は3.0m以上とする。

（修正後）・建築物の外壁は敷地境界線までの

距離は計画図のとおりとする。
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変更手続きの経過及び今後の予定 （南矢野目地区）

用途地域の変更手続きと同様
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（参考資料）笹谷及び南矢野目市有地の処分について

公募の概要

①対象の土地ほか

　

②事業者選定方法

・笹谷及び南矢野目市有地の公募に係る審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、応募者によるプレゼンテーション及びヒアリングを行い、

　事業提案の内容について、審査委員会委員が審査表により審査を行う。　

・市は審査委員会委員による採点を集約するとともに、事業提案の内容と買取希望価格の総合的な評価を行い、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。

・審査結果については、優先交渉権者及び次点交渉権者が決定次第、全ての応募者に対し通知を行うとともに、市ホームページにて公表する。

・市は、事業実施計画の内容が地元の意見と市の政策的な考えを反映できるよう、契約に向けて協議する。

＜審査委員会委員の構成＞

学識経験者１名、まちづくり関係者（関係機関及び関係団体から推薦を受けた者）２名、地区代表者２名、市職員２名　計７名

③スケジュール（予定）

　

公募の公告日 令和５年９月４日（月）

募集要項の公表期間 令和５年９月４日～令和５年１１月３０日 約３か月間

最低売却価格の公表日 令和５年１２月～令和６年１月（予定）

応募受付期間 令和５年１２月～令和６年１月（予定） 約３週間

プレゼンテーション日 令和６年　１月～令和６年４月（予定）

優先交渉権者の決定日 令和６年　１月～令和６年４月（予定）

仮契約締結日 令和６年　２月～令和６年５月（予定）

契約締結日 令和６年　３月～令和６年６月（予定） 議会承認後

備　考

所在地 笹谷字片目清水36-1ほか 南矢野目字中谷地33

敷地面積 26,003.23㎡ 28,503.13㎡

地目 宅地 宅地

施設計画に求める要件 医療施設を核とした施設 商業施設を核とした施設
募集要項に、検討委員会から出された主な意見を参考として記載し、地
域振興などの観点から複合的な要素を提案してもらう。

処分見込価格 約１２億円 約１４億円
都市計画決定後、不動産鑑定を行い、その評価額が本公募における最低
売却価格となる。

【笹谷市有地】 【南矢野目市有地】

対象の土地


